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は
じ
め
に
　
　

　
一
五
四
七
年
一
月
二
八
日
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
包
含
す
る
普
遍
的

キ
リ
ス
ト
教
世
界
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
を
独
立
さ
せ
、
修
道

院
を
解
散
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
政
治
に
も
政
戦
両
面
で
深
く
関

与
し
、
生
涯
に
六
人
の
王
妃
を
持
っ
た
ヘ
ン
リ
八
世
は
、
波
乱
に
満

ち
た
そ
の
人
生
を
閉
じ
た
。後
を
襲
っ
た
の
は
、三
番
目
の
王
妃
ジ
ェ

イ
ン
・
シ
ー
モ
ア
の
息
子
で
若
干
九
歳
の
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
で
あ
る
。

そ
の
同
じ
年
の
三
月
三
一
日
、
ヘ
ン
リ
よ
り
三
歳
年
下
で
六
年
遅
く

即
位
し
、
ヘ
ン
リ
と
対
立
と
協
調
を
繰
り
返
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ

ラ
ン
ソ
ワ
一
世
も
、
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
紋
章
官
で
あ
っ

た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
（Charles W

riothseley, 
1508-1562

）
が
残
し
た
『
年
代
記
』
に
は
、
こ
の
年
の
六
月
に
ロ

ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
に
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬

儀
（obsequy

）
が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
（
１
）
。
も
ち
ろ
ん
、
隣
国
で
あ
り
、
長
年
の
敵
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の

国
王
葬
儀
が
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
一
般
的
な
こ
と

で
は
な
く
、
こ
の
年
代
記
の
記
述
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
２
）
。

　
し
か
し
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
は
一
八
七
五
年
に
活
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字
化
さ
れ
て
出
版
さ
れ
、
こ
の
時
代
を
扱
っ
た
年
代
記
と
し
て
は
主

要
史
料
と
し
て
多
く
の
人
々
に
参
照
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
こ
の
特
異
な
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
葬
儀
は
、
エ
ド

ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
を
描
い
た
研
究
文
献
の
中
で
決
し
て
多
く
言
及

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
慈
善
に
つ
い
て
の

研
究
で
有
名
な
Ｗ
・
Ｋ
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
（
３
）
の
手
に
な
る
、
古
典
的
と
も

言
え
る
極
め
て
浩
瀚
な
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
に
つ
い
て
の
二
巻
本

で
も
、
こ
の
出
来
事
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
（
４
）

。
ま
た
、
イ
ェ
ー
ル
大

学
出
版
局
の
イ
ギ
リ
ス
君
主
シ
リ
ー
ズ
で
、
ミ
ッ
ド
・
テ
ュ
ー
ダ
ー

期
の
泰
斗
で
あ
る
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
・
ロ
ー
チ
に
よ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世

の
伝
記
に
も
こ
の
出
来
事
へ
の
言
及
は
な
い
の
で
あ
る
（
５
）
。
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
治
世
を
単
独
で
扱
っ
た
書
物
と
し
て
は
、
唯
一
マ
カ
ロ
ッ
ク

の
著
作
が
こ
の
出
来
事
に
言
及
し
（
６
）

、
彼
が
そ
の
前
に
公
刊
し
た
カ
ン

タ
ベ
リ
大
主
教
ト
マ
ス
・
ク
ラ
ン
マ
の
伝
記
で
も
こ
の
件
に
触
れ
て

い
る
（
７
）

。
ま
た
、
一
五
四
〇
年
か
ら
二
人
の
王
が
死
去
す
る
四
七
年
ま

で
の
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
間
の
、
主
に
軍
事
的
な
側
面
に

焦
点
を
あ
て
た
国
際
関
係
を
詳
細
に
分
析
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ポ

タ
ー
は
、
そ
の
著
書
の
最
後
の
締
め
括
り
と
し
て
、
こ
の
葬
儀
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
（
８
）

。
そ
の
他
、
必
ず
し
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究

書
で
は
な
い
が
、
現
在
、
下
院
議
員
と
し
て
メ
イ
内
閣
で
も
活
躍
す

る
作
家
ス
キ
ッ
ド
モ
ア
の
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
伝
記
で
も
、
こ
の
件

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
（
９
）

。

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
一
節
と
二
節
に
お
い
て
、
こ
の
異
彩
を
放
つ
ロ

ン
ド
ン
で
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
葬
儀
の
詳
細
に
つ
い
て
、
可
能
な
限

り
言
及
の
あ
る
史
料
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
確
に
再

構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
儀
礼
の
全
体
像
を
ま
と
ま
っ
た
形

で
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
叙
述
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
続
く
三
節
で
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
大
使
の
欠
席
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
四
節
で
は
、
こ
の
葬
儀
が

何
故
行
わ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
に
当
時
の
英

仏
関
係
を
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
多
様
な
意
味
で
興
味
深
い
出
来

事
を
め
ぐ
っ
て
、次
の
二
つ
の
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。
五
節
で
は
、

当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
正
式
に
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ

ン
ス
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
」
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
も

名
乗
っ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
葬
儀
が
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ

た
こ
と
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
が
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
っ
て
い

た
こ
と
の
実
態
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
。
ま

た
、
こ
の
葬
儀
は
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
で
行
わ
れ
た
宗
教
儀
礼

で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
は
、
国
王
至
上
法

に
よ
る
国
教
会
成
立
以
降
行
き
つ
戻
り
つ
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教

改
革
の
展
開
の
中
で
は
一
貫
し
て
最
も
急
進
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

宗
教
改
革
政
策
が
採
ら
れ
た
時
代
で
あ
り
、
最
後
の
六
節
で
は
、
こ

の
儀
礼
が
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
の
中
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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一
　
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
年
代
記
に
見
る

	
	

	

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀

　
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
に
つ
い
て
最
も
詳

細
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
最
初
に
挙
げ
た
ラ
イ
オ
セ
ス

リ
ィ
の
『
年
代
記
』
で
あ
る
。
著
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ

は
、
主
席
紋
章
官
（G

arter king of arm
s

）
の
祖
父
を
持
つ
紋

章
官
一
族
の
出
で
、
自
身
も
中
級
紋
章
官
で
あ
る
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
ヘ

ラ
ル
ド
（W

indsor H
erald

）
を
つ
と
め
た
。
一
五
四
四
年
か
ら

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
即
位
直
後
ま
で
当
時
の
宮
廷
の
最
高
位
の
役
職
で

あ
る
大
法
官
を
つ
と
め
た
ト
マ
ス
・
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
（Thom

as 
W

riothesley, 1st earl of Southam
pton, 1505-55

）
は
従
兄

弟
に
あ
た
る
。
一
五
〇
八
年
生
ま
れ
の
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
年
代
記

は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
成
立
の
一
四
八
五
年
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い

る
が
、
一
五
三
〇
年
代
に
執
筆
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
降
の
記
述
が
詳
細
で
あ
る）
（1
（

。
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の『
年
代
記
』

よ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
で
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
五
四
七
年
六
月
二
九
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
以
下
、『
年
代
記
』
の
記
述
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。

　
六
月
二
九
日
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
に
お
い
て
、
最
近

死
去
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
シ
ス
の
た
め
の
厳
粛
な
葬
儀

が
執
り
行
わ
れ
た
。
豪
華
な
霊
柩
所
（herse [hearse]

）
が

仕
立
て
ら
れ
、
聖
歌
隊
席
と
聖
堂
内
部
は
黒
で
覆
わ
れ
、
フ

ラ
ン
ス
の
紋
章
が
掲
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
新
し
い
黒
の
ガ
ウ

ン
と
フ
ー
ド
を
身
に
ま
と
い
、
肩
に
フ
ラ
ン
ス
の
紋
章
の
記
章

（badge

）
を
付
け
た
二
百
名
の
た
い
ま
つ
持
ち
が
立
ち
並
ん
だ
。

　
主
教
祭
服
に
身
を
包
ん
だ
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
が
死
者
の
た

め
の
晩
課
（derige[dirige]

）
を
始
め
、
ヨ
ー
ク
大
主
教
と

そ
の
他
の
八
人
の
主
教
と
属
主
教
（suffragans

）
も
そ
れ
ぞ

れ
の
主
教
祭
服
を
着
て
列
席
し
、
六
人
の
伯
爵
と
国
王
陛
下
の

諸
侯
が
筆
頭
会
葬
者
（cheife m

ourners

）
と
な
っ
た
。
ま

た
、［
神
聖
ロ
ー
マ
］
皇
帝
の
大
使
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
大
使
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
書
記
官
が
黒
の
喪
装
の
ガ
ウ
ン
を
着
て
参
列

し
た
。［
ロ
ン
ド
ン
の
］
市
長
と
市
参
事
会
員
、
二
百
人
の
市

民
も
、
彼
ら
の
最
良
の
制
服
（lyveries

）
を
着
、
フ
ー
ド
を

肩
に
か
け
て
参
列
し
た
。

　
翌
日
に
は
主
教
祭
服
を
着
た
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
が
葬
儀
ミ

サ
（requiem

 m
asse

）
を
執
り
行
い
、
そ
の
他
の
主
教
た
ち

も
主
教
祭
服
を
着
て
参
列
し
た
。ま
た
、そ
の
ミ
サ
で
は
ロ
チ
ェ

ス
タ
主
教
が
説
教
を
行
い
、
そ
の
説
教
に
お
い
て
上
述
の
死
去

し
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
つ
い
て
、
大
い
に
賞
賛
し
た
。
と
い
う

の
も
、
彼
は
全
て
の
臣
民
が
読
む
べ
き
フ
ラ
ン
ス
語
の
聖
書
と

新
約
聖
書
を
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
の
全
て
の
教
区
教
会
で
は
、
厳
粛
な
追
悼

ミ
サ
（obett[obit]

）
が
催
さ
れ
、
弔
い
の
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
、

二
本
の
大
ロ
ウ
ソ
ク
を
備
え
た
霊
柩
所
が
各
教
区
教
会
に
設
置

さ
れ
た）
（（
（

。

　
先
述
の
通
り
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
に

つ
い
て
の
同
時
代
の
記
述
の
中
で
は
、こ
の
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の『
年

代
記
』
が
最
も
詳
し
い
。
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
君
主
の
葬
儀
に
は
紋

章
官
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で）
（1
（

、
こ
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀

も
紋
章
官
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
自

身
が
こ
の
葬
儀
に
実
際
に
参
列
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な

い
が
、
紋
章
官
で
あ
る
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
が
詳
細
な
記
述
を
残
し
た

こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取

れ
る
こ
と
は
多
く
あ
る
。
順
を
追
っ
て
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
会
場
と
な
っ
た
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂
（
ロ
ン
ド
ン
主

教
座
聖
堂
）
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
寺
院
に
並
ん
で
首
都
で
最
も
格

の
高
い
聖
堂
の
一
つ
で
あ
る
の
で
、
隣
国
の
君
主
の
葬
儀
に
相
応
し

い
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
霊
柩
所
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
当
時
、
君
主
や
貴
族
の
葬
儀
の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
葬
儀
の
行
わ
れ
る
聖
堂
内
部
に
設
置
さ
れ
た
建
造
物
で
中

心
に
棺
が
置
か
れ
た）
（1
（

。「
豪
華
な
（sum

ptuous

）」
と
の
形
容
詞

か
ら
、
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
時
の
霊
柩
所
の
形
態
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
参
考
ま
で

に
同
時
代
の
貴
族
の
霊
柩
所
を
図
示
し
て
お
こ
う
（
図
「
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
侯
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ポ
ー
レ
ッ
ト[W

illiam
 Paulet, 1st 

m
arquess of W

inchester, 1474/5?-1572]

の
霊
柩
所
の
デ
ザ

イ
ン
画）
（1
（

」）。
ま
た
、フ
ラ
ン
ス
の
紋
章
（arm

es of France

）
と
は
、

ユ
リ
の
花
を
あ
し
ら
っ
た
フ
ラ
ン
ス
王
の
紋
章
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
紋
章
が
普
段
ロ
ン
ド
ン
で
何
ら
か
の
形
で
用
い

ら
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
特
に
二
〇
〇
人
の
た
い

ま
つ
持
ち
の
肩
に
付
け
ら
れ
た
記
章
は
数
も
多
く
、
新
た
に
作
成
さ

4

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

次

に

霊

柩

所

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

当

時

、

君

主

や

貴

族

の

葬

儀

の

際

に

作

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

葬

儀

の

行

わ

れ

る

聖

堂

内

部

に

設

置

さ

れ

た

建

造

物

で

中

心

に

棺

が

置

か

れ

た

。

1
3

「

豪

華

な

（

s
u

m
p

tu
o

u
s

）
」

と

の

形

容

詞

か

ら

、

か

な

り

大

規

模

な

も

の

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

時

の

霊

柩

所

の

形

態

な

ど

は

不

明

で

あ

る

が

、

参

考

ま

で

に

同

時

代

の

貴

族

の

霊

柩

所

を

図

示

し

て

お

こ

う

（

図

「

ウ

ィ

ン

チ

ェ

ス

タ

侯

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ポ

ー

レ

ッ

ト

[
W

illia
m

 
P

a
u

le
t, 1

s
t m

a
r

q
u

e
s

s
 o

f
 W

in
c

h
e

s
te

r, 
1

4
7

4
/4

?
-

1
5

7
2

]

の

霊

柩

所

の

デ

ザ

イ

ン

画

」

1
4

」
。

ま

た

、

フ

ラ

ン

ス

の

紋

章

（

a
r

m
e

s
 o

f
 F

r
a

n
c

e

）

と

は

、

ユ

リ

の

花

を

あ

し

ら

っ

た

フ

ラ

ン

ス

王

の

紋

章

の

こ

と

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

が

、

こ

の

紋

章

が

普

段

ロ

ン

ド

ン

で

何

ら

か

の

形

で

用

い

ら

れ

る

機

会

が

あ

っ

た

と

は

考

え

に

く

く

、

特

に

二

〇

〇

人

の

た

い

ま

つ

持

ち

の

肩

に

付

け

ら

れ

た

記

章

は

数

も

多

く

、

新

た

に

作

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

と

推

定

さ

れ

る

。

霊

柩

所

に

せ

よ

、

フ

ラ

ン

ス

の

紋

章

に

せ

よ

、

多

く

の

器

物

が

新

た

に

準

備

さ

れ

た

と

こ

と

が

想

像

さ

れ

、

こ

の

葬

儀

へ

の

力

の

入

れ

よ

う

が

う

か

が

わ

れ

る

。

 

し

か

し

、

他

方

、

こ

の

葬

儀

が

完

全

に

同

時

代

の

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

の

君

主

の

葬

儀

に

準

じ

た

も

の

で

あ

っ

た

と

は

言

え

な

い

こ

と

も

事

実

で

あ

る

。

聖

俗

の

諸

侯

や

列

国

の

大

使

、

ロ

ン

ド

ン

市

の

上

層

部

や

有

力

市

民

が

参

列

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

公

的

な

儀

礼

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

が

、

同

時

代

の

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

王

の

葬

儀

と

は

異

な

る

点

も

あ

る

。

歴

代

の

テ

ュ

ー

ダ

ー

朝

の

君

主

の

葬

儀

は

、

棺

を

含

む

極

め

て

大

規

模

な

葬

列

の

行

進

が

伴

う

こ

と

が

通

常

で

あ

り

、

む

し

ろ

葬

列

の

行

進

が

葬

送

儀

礼

の

中

心

で

あ

っ

た

と

も

言

え

る

。

1
5

例

え

ば

、

ヘ

ン

リ

七

世

の

葬

儀

に

お

け

る

葬

列

は

、

セ

ン

ト

・

ポ

ー

ル

大

聖

堂

を

通

っ

て

ウ

ェ

ス

ト

ミ

ン

ス

タ

寺

院

に

到

達

し

た

。

1
6

ま

た

、

ヘ

ン

リ

八

世

の

場

合

は

、

ホ

ワ

イ

ト

ホ

ー

ル

宮

殿

か

ら

ウ

ィ

ン

ザ

ー

城

ま

で

二

日

が

か

り

で

葬

列

が

行

進

し

、

葬

儀

は

ウ

ィ

ン

ザ

ー

城

の

礼

拝

堂

で

執

り

行

わ

れ

た

。

1
7

 

ま

た

、『

年

代

記

』
の

記

述

か

ら

は

、
肝

心

の

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

国

王

エ

ド

ワ

ー

ド

六

世

へ

の

言

及

が

な

く

、

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

国

王

は

こ

の

葬

儀

に

は

列

席

し

て

い

な

か

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

エ

ド

ワ

ー

ド

六

世

は

い

わ

ゆ

る

『

日

記

』

を

残

し

て

い

る

が

、

そ

こ

で

も

フ

ラ

ン

ソ

ワ

一

世

の

死

去

と

ア

ン

リ

二

世

の

即

位

へ

の

言

及

は

あ

る

も

の

の

、

こ

の

ロ

ン

ド

ン

で

の

葬

儀

に

つ

い

て

の

言

及

は

な

い

。

1
8

も

っ

と

も

、

エ

ド

ワ
図  ウ ィ ン チ ェ ス タ 侯 の 霊 柩

所 （ 1 5 7 2 ）

図　ウィンチェスタ侯の霊柩所（1572）
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苑
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八
巻
第
一
号
）

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
霊
柩
所
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス

の
紋
章
に
せ
よ
、
多
く
の
器
物
が
新
た
に
準
備
さ
れ
た
と
こ
と
が
想

像
さ
れ
、
こ
の
葬
儀
へ
の
力
の
入
れ
よ
う
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
、
こ
の
葬
儀
が
完
全
に
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
君
主
の
葬
儀
に
準
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
聖
俗
の
諸
侯
や
列
国
の
大
使
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
上
層
部

や
有
力
市
民
が
参
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
同
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
葬
儀
と
は

異
な
る
点
も
あ
る
。
歴
代
の
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
君
主
の
葬
儀
は
、
棺

を
含
む
極
め
て
大
規
模
な
葬
列
の
行
進
が
伴
う
こ
と
が
通
常
で
あ

り
、
む
し
ろ
葬
列
の
行
進
が
葬
送
儀
礼
の
中
心
で
あ
っ
た
と
も
言
え

る）
（1
（

。
例
え
ば
、
ヘ
ン
リ
七
世
の
葬
儀
に
お
け
る
葬
列
は
、
セ
ン
ト
・

ポ
ー
ル
大
聖
堂
を
通
っ
て
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
寺
院
に
到
達
し
た）
（1
（

。

ま
た
、
ヘ
ン
リ
八
世
の
場
合
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
宮
殿
か
ら
ウ
ィ

ン
ザ
ー
城
ま
で
二
日
が
か
り
で
葬
列
が
行
進
し
、
葬
儀
は
ウ
ィ
ン

ザ
ー
城
の
礼
拝
堂
で
執
り
行
わ
れ
た）
（1
（

。

　
ま
た
、『
年
代
記
』
の
記
述
か
ら
は
、
肝
心
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国

王
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
へ
の
言
及
が
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
こ

の
葬
儀
に
は
列
席
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
は
い
わ
ゆ
る
『
日
記
』
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
フ
ラ

ン
ソ
ワ
一
世
の
死
去
と
ア
ン
リ
二
世
の
即
位
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の

の
、
こ
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い）
（1
（

。
も
っ
と

も
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
『
日
記
』
は
日
記
と
い
っ
て
も
一
五
五
〇

年
頃
ま
で
の
記
述
は
、
自
ら
の
こ
と
を
三
人
称
で
呼
び
、
実
際
に
従

軍
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト
公
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ー

モ
ア
（Edw

ard Seym
our, 1st duke of Som

erset, c.1500-
1552

）
率
い
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
遠
征
軍
の
作
戦
行
動
（
一
五
四
七

年
秋
）
の
様
子
を
詳
細
に
記
述
す
る
な
ど
、年
代
記
の
側
面
が
強
く
、

即
位
直
後
の
部
分
は
日
々
の
出
来
事
を
書
き
残
し
た
も
の
と
は
言
え

な
い）
（1
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
死
去
に
つ
い
て
も
五
月
と
記
し

て
お
り
、
誤
っ
て
い
る
（
上
述
の
通
り
、
正
し
く
は
三
月
三
一
日
））
11
（

。

二
　
そ
の
他
の
史
料

　
次
に
、『
年
代
記
』
以
外
で
こ
の
葬
儀
に
言
及
し
て
い
る
史
料
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
と

並
ん
で
テ
ュ
ー
ダ
ー
期
の
も
の
と
し
て
有
名
な
年
代
記
は
、
い
わ
ゆ

る
『
グ
レ
イ
・
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
年
代
記
』
で
あ
る
。『
グ
レ
イ
・
フ

ラ
イ
ア
ー
ズ
年
代
記
』
は
ロ
ン
ド
ン
で
の
出
来
事
を
中
心
に
、
一
二

世
紀
末
の
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
の
治
世
か
ら
メ
ア
リ
一
世
の
治
世
ま
で

を
扱
う
が
、
内
容
の
八
割
近
く
は
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
『
グ
レ
イ
・
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
年
代
記
』
に
も
ロ
ン
ド
ン

で
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る）
1（
（

。た
だ
し
、

こ
こ
で
は
こ
の
儀
礼
全
体
を
、
葬
儀
で
は
な
く
「
フ
ラ
ン
ス
王
へ
の

図
　
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
侯
の
霊
柩
所
（
1
5
7
2
）
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エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
（
山
本
）

死
者
の
た
め
の
晩
課
（dyrege for the French K

ynge

）」
と
表

現
し
て
い
る
。
一
〇
〇
ワ
ー
ド
に
満
た
な
い
短
い
記
事
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
の
情
報
は
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
と
重
複
し
て
い

る
が
、『
グ
レ
イ
・
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ
年
代
記
』
で
し
か
確
認
出
来
な

い
部
分
も
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
で
は
、

六
人
の
伯
爵
と
諸
侯
が
会
葬
者
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
ち

ら
で
は
、「
ア
ラ
ン
デ
ル
卿
（Lord of Arundel

）」
が
主
席
会
葬

者
（principalle m

ourner
）
と
な
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ア
ラ
ン
デ
ル
卿
と
は
、
宮
廷
の
有
力
者
で
枢
密
院
議
員
・

宮
内
長
官
（Lord Cham

berlain
）
で
も
あ
る
第
一
二
代
ア
ラ
ン

デ
ル
伯
ヘ
ン
リ
・
フ
ィ
ッ
ツ
ア
ラ
ン
（H

enry FitzAlan, 12th 
earl of Arundel, 1512-80

）
の
こ
と
で
あ
る）
11
（

。
彼
は
、
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
の
戴
冠
式
で
も
ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ン
ブ
ル）
11
（

を
つ
と
め
て
お
り
、

こ
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
中
心
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
格
の

高
い
貴
族
が
任
を
得
て
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
と
異
な
っ
て
い

る
点
と
し
て
は
日
付
の
問
題
が
あ
る
。『
グ
レ
イ
・
フ
ラ
イ
ア
ー
ズ

年
代
記
』
で
は
、
こ
の
「
死
者
の
た
め
の
晩
課
」
が
行
わ
れ
た
の
は

六
月
一
九
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
年
代
記
の
比

較
だ
け
で
は
、
ど
ち
ら
の
日
付
が
正
し
い
の
か
判
然
と
し
な
い
。
し

か
し
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
に
次
ぐ
詳
細
な
情
報
を
提

供
し
て
く
れ
る
の
が
、
一
五
四
六
年
か
ら
四
九
年
ま
で
ロ
ン
ド
ン
に

駐
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
使
で
あ
る
オ
デ
ー
・
ド
・
セ
ル
ヴ
（O

det 
de Selve, 1504-63

）
に
よ
っ
て
国
王
ア
ン
リ
二
世
に
あ
て
て
送

ら
れ
た
報
告
書
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
こ
の
件
は
六
月
一
九
日
の
こ

と
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
セ
ル
ヴ
の
報
告
は
ご
く
短
い
間
隔

で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
件
を
記
録
し
た
、
史
料
集
と
し
て
は

一
七
六
と
い
う
番
号
が
付
さ
れ
た
文
書
は
六
月
二
二
日
付
け
ロ
ン
ド

ン
発
の
も
の
な
の
で
（
一
つ
前
の
一
七
五
番
文
書
が
六
月
一
六
日
付

け
、
一
つ
後
の
一
七
七
番
文
書
が
六
月
二
三
日
付
け
）、
ロ
ン
ド
ン

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
は
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年

代
記
』
の
記
述
す
る
六
月
二
九
日
が
誤
り
で
、
六
月
一
九
日
と
い
う

の
が
正
し
い
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う）
11
（

。
そ
し
て
、
セ
ル
ヴ
の

報
告
書
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
ま
ず
、
六
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
の
は
「
死
者
へ
の
晩
課
と
前

夜
聖
務
（vespres des m

orts et vigiles

）」
と
さ
れ
、
夕
食
後

に
執
り
行
わ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
二
〇
日
に
は

大
ミ
サ
（grande m

esse

）
が
行
わ
れ
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
が

七
、八
人
の
主
教
た
ち
に
補
佐
さ
れ
て
、
慣
例
に
従
っ
た
典
礼
を

行
っ
た
。
そ
の
際
、
セ
ル
ヴ
の
報
告
は
、
ア
ラ
ン
デ
ル
伯
以
外
に

列
席
し
た
爵
位
貴
族
た
ち
の
名
前
を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。
ヘ

ン
リ
八
世
の
未
亡
人
で
あ
る
六
番
目
の
王
妃
キ
ャ
サ
リ
ン
・
パ
ー

（Catherine Parr, 1512-48

）
の
弟
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
侯
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
パ
ー
（W

illiam
 Parr, m

arquess of N
ortham

pton, 
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史
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1513-71

）、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
後
半
に
政
権
を
掌
握
す
る
こ

と
に
な
る
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
ジ
ョ
ン
・
ダ
ド
リ
（John D

udley, 
earl of W

arw
ick, later duke of N

orthum
berland, 1504-

53

）、
第
三
代
ダ
ー
ビ
ー
伯
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
タ
ン
リ
（Edw

ard 
Stanley, third earl of D

erby, 1509-72

）、
第
五
代
シ
ュ
ル
ズ

ベ
リ
伯
フ
ラ
ン
シ
ス
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
（Francis Talbot, 5th earl 

of Shrew
sbury, 1500-60

）、
第
二
代
ラ
ト
ラ
ン
ド
伯
ヘ
ン
リ
・

マ
ナ
ー
ズ
（H

enry M
anners, 2nd earl of Rutland, 1526-

63

）
の
計
五
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
葬
儀
に
宮
廷
に
お
け
る
最

高
位
の
有
力
者
が
顔
を
揃
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
欠
席
問
題

　
セ
ル
ヴ
の
報
告
書
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
う
ち
、

今
ひ
と
つ
興
味
深
い
点
と
し
て
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
の
欠
席

問
題
が
あ
る
。
史
料
か
ら
再
構
成
さ
れ
う
る
葬
儀
の
過
程
の
う
ち
、

本
節
で
は
こ
の
出
来
事
を
個
別
に
見
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
を
掘

り
下
げ
て
探
っ
て
み
た
い
。こ
の
葬
儀
に
は
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の『
年

代
記
』
に
も
記
述
が
あ
る
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
大
使
の
他
に
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大
使
が
列
席
し
て
い
た
が
、
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
の
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト
公
は
、
一
九
日
夕
方
の
葬
儀
の
際
に
紋

章
官
を
通
じ
て
、
セ
ル
ヴ
に
対
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
の
欠
席

に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
。
い
わ
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
は
こ
の

葬
儀
に
招
待
さ
れ
て
い
た
が
、
同
僚
で
あ
る
在
仏
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

大
使
が
亡
き
王
の
葬
儀
に
招
待
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
ロ
ン
ド

ン
で
の
葬
儀
も
欠
席
す
る
と
伝
え
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

件
に
関
し
て
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
駐
英
大
使
フ
ァ
ン
・
デ
ア
・

デ
ル
フ
ト
（François van der D

elft, c. 1500-50

）
も
、ウ
ィ
ー

ン
宛
て
六
月
二
四
日
付
け
の
書
簡
で
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
本
国
に
伝

え
て
い
る
。
い
わ
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
は
、
フ
ラ
ン
ス
駐
在

の
同
僚
が
、
す
で
に
行
わ
れ
た
同
様
の
儀
式
に
招
待
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
理
由
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
も
欠
席
し

た
、
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
大
使
セ
ル
ヴ
は
、
駐
英
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
大
使
に
使
い
を
や
っ
て
事
実
を
確
認
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
大
使
は
前
述
の
事
情
を
否
定
し
、
欠
席
の
理
由
は
自
分
の
健

康
状
態
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
謝
罪
し
た
と
い
う）
11
（

。
こ
の
食
い
違
い

は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
大
使
の
欠
席
の
理
由
と
さ
れ
た
「
亡
き
王
の
葬
儀
」
は
、
普

通
に
考
え
れ
ば
一
五
四
七
年
四
月
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国

王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
本
来
の
葬
儀
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の

葬
儀
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
は
参
列
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る）
11
（

。

こ
の
「
亡
き
王
の
葬
儀
」
に
は
別
の
解
釈
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ラ
ン
ス
王
権
の



－  236  －－  237  －

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
（
山
本
）

も
と
に
催
さ
れ
た
儀
礼
に
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
側
が
「
古
き
同

盟
（Auld Alliance

）」
の
相
手
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
を

招
待
し
な
い
理
由
が
特
に
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ

ン
ス
大
使
セ
ル
ヴ
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
の
欠
席
を
伝
え
た
の
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
（
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト
公
）
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
大
使
側
か
ら
問
わ
れ
た
当
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

大
使
は
、
セ
ル
ヴ
の
報
告
に
よ
れ
ば
「
驚
き
と
茫
然
自
失
と
し
た
様

子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使

の
フ
ラ
ン
ス
国
王
葬
儀
欠
席
問
題
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
（
な
い

し
は
摂
政
サ
マ
セ
ッ
ト
公
）
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

初
め
か
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
は
招
待
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

セ
ル
ヴ
に
伝
え
ら
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
欠
席
の
理
由
も
捏
造

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
で
あ
る
。理
由
は
た
だ
一
つ
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
軍
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
侵
攻
が
目
前
に
迫
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

　
一
五
四
二
年
末
、
生
後
わ
ず
か
六
日
で
メ
ア
リ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
女
王
に
即
位
す
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
メ

ア
リ
を
皇
太
子
エ
ド
ワ
ー
ド
の
后
に
迎
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
起

こ
っ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
事
実
上
の
支
配
を
恐
れ
た
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
、
後
世
に
「
粗
野
な
求
愛

（Rough W
ooing

）」
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
侵
攻
が
始
ま
っ
た
。
一
五
四
四
年
に
は
い
っ
た
ん
お
さ
ま
っ
た

こ
の
動
き
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
が
一
五
四
七
年
に
即
位
す
る
と
再

燃
し
、
国
境
の
町
ベ
リ
ッ
ク
に
集
結
し
た
サ
マ
セ
ッ
ト
公
率
い
る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
軍
が
侵
攻
を
開
始
す
る
の
は
、
九
月
初
旬
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
セ
ル
ヴ
も
六
月
二
十
二
日
の
書
簡
で
、
い
く
つ
か
の
情
報

か
ら
八
月
か
そ
の
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
戦
争

が
始
ま
る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
と
本
国
に
報
告
し
て
お
り）
11
（

、
ロ
ン

ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
一
五
四
七
年

六
月
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
侵
攻
は
規
定

路
線
と
し
て
国
際
社
会
に
も
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
戦
火
を
交
え

る
際
に
は
、フ
ラ
ン
ス
は
い
わ
ゆ
る
「
古
き
同
盟
」
に
従
っ
て
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
を
支
援
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
実
際
、
一
五
四
七
年
九
月

十
日
の
ピ
ン
キ
の
戦
い
で
圧
勝
し
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
周
辺
に
占
領
軍

を
駐
留
さ
せ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
支
援
の
部
隊
を
た
び
た
び
派
遣
し
、
英
仏
の
軍
事
的
緊
張
は
再

び
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る）
11
（

。こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
葬
儀
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
大
使
欠
席
事
件
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
・
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
分
断
策
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
大
き

な
歴
史
的
な
流
れ
の
中
の
前
哨
の
一
コ
マ
と
し
て
興
味
深
い
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
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四
　
何
故
こ
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
か

　
前
節
ま
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
を
、

可
能
な
限
り
多
様
な
史
料
か
ら
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
、
い
く
つ

か
の
問
題
点
を
抽
出
し
て
き
た
が
、
本
節
で
は
、
そ
も
そ
も
何
故
こ

の
よ
う
な
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
は
特
定
出
来
な
い
。
し
か
し
、
ま

ず
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
こ
の
時
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン

ス
の
関
係
と
、
そ
し
て
相
次
い
で
死
去
し
た
ヘ
ン
リ
八
世
と
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
の
関
係
で
あ
る
。

　
ヘ
ン
リ
八
世
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
そ
の
治
世
を
通
じ
て
対
立
と

協
調
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
二
人
が
と
も
に
死
去
し
た
一
五
四
七

年
の
前
年
に
は
平
和
が
訪
れ
て
い
た
。
一
五
四
三
年
か
ら
再
燃

し
、
ヘ
ン
リ
八
世
に
よ
る
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
占
領
に
発
展
し
た
英
仏
の

戦
争
は
、
一
五
四
六
年
六
月
の
ア
ル
ド
ル
の
和
約
（Treaty of 

Ardres

）
で
一
応
の
終
結
を
見
て
い
た）
1（
（

。
そ
の
翌
年
一
月
末
の
ヘ

ン
リ
八
世
の
死
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
を

見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ン
リ
の
死
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
衝
撃
を
受
け

た
と
さ
れ
る）
11
（

。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
と
ヘ
ン
リ
は
、
あ
の
金
襴
の
野
で
壮
大

な
会
見
を
し）
11
（

、
ヘ
ン
リ
は
エ
ド
ワ
ー
ド
王
子
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、

そ
の
喜
び
を
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
手
紙
で
書
き
送
る
仲
で
あ
っ
た）
11
（

。
そ
れ

ゆ
え
に
、
実
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
に
先

立
っ
て
、
パ
リ
で
は
ヘ
ン
リ
八
世
の
葬
儀
ミ
サ
（
レ
ク
イ
エ
ム
・
ミ

サ
）
が
三
月
二
一
日
、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
大
聖
堂
で
執
り
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
、駐
仏
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
大
使
サ
ン
・
モ
ー
リ
ス
（Jean 

de Saint-M
auris

）
の
報
告
で
分
か
っ
て
い
る）
11
（

。
な
お
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
大
使
欠
席
問
題
の
節
で
述
べ
た
、
フ
ラ
ン
ス
大
使
が
招
待

さ
れ
な
か
っ
た
「
亡
き
王
の
葬
儀
」
は
、
こ
の
パ
リ
に
お
け
る
ヘ
ン

リ
八
世
の
葬
儀
ミ
サ
で
あ
る
と
の
解
釈
も
あ
る）
11
（

。
し
か
し
、
そ
こ
で

も
述
べ
た
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
王
権
が
主
催
し
た
儀
礼
か
ら
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
大
使
が
排
除
さ
れ
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
事
実
は

確
定
し
が
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
五
四
六
年
後
半
か
ら
一
五
四
七
年
前
半
に
か

け
て
は
、
戦
争
が
終
結
し
、
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
争
っ
た
二
人
の
王
が

相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
英
仏
両
国
に
は
友
好

の
ム
ー
ド
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
パ
リ
で

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
の
葬
儀
ミ
サ
が
、
ロ
ン
ド
ン
で
フ
ラ
ン
ス
国
王

の
葬
儀
が
次
々
と
執
り
行
わ
れ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
事
実
、
一
五
四
六
年
六
月
一
三
日
に
は
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル

大
聖
堂
で
も
ア
ル
ド
ル
の
和
約
を
祝
う
壮
大
な
ミ
サ
が
執
り
行
わ
れ

て
い
る
し）
11
（

、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
の
セ
ン
ト
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
イ
ン
・

ザ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
教
区
教
会
で
も
同
様
の
ミ
サ
と
祝
祭
行
列
が
行
わ

れ
た
と
の
記
録
が
教
区
委
員
会
計
簿
に
あ
り）
11
（

、
ロ
ン
ド
ン
市
民
に
対

し
て
も
平
和
の
到
来
に
よ
る
祝
祭
の
ム
ー
ド
が
演
出
さ
れ
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
は
そ
の
『
年
代
記
』
の
中

で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
死
に
あ
た
っ
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
残

し
て
い
る）
11
（

。「
一
五
四
七
年
四
月
四
日
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
シ

ス
が
死
に
瀕
し
て
お
り
、
先
の
四
月
一
日
に
死
去
し
た
と
の
知
ら
せ

が
ロ
ン
ド
ン
に
届
い
た
。
彼
は
、
国
王
陛
下
の
死
を
聞
い
た
時
に
決

し
て
喜
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
死
去
の
日
付
が
一
日
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
置
く
と
し
て
、
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
が
ヘ
ン
リ
八
世
の
死
の
報
に
際
し
て
決
し
て
喜
ぶ
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
や
や
唐
突
な
こ
の
記
述
は
、
当
時
の
そ
の
よ
う
な

友
好
ム
ー
ド
を
背
景
と
し
、
事
実
は
と
も
か
く
と
し
て
フ
ラ
ン
ソ
ワ

一
世
と
ヘ
ン
リ
八
世
の
友
情
を
年
代
記
作
家
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
が
過

度
に
強
調
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

だ
し
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、こ
の
直
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
侵
攻
、
フ
ラ
ン
ス
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
軍
事
援
助
を

経
て
、
英
仏
の
緊
張
は
再
び
高
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
友
好

ム
ー
ド
は
ほ
ん
の
一
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明

記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
外
国
の
君
主
の
葬
儀
が
、
特
殊
な
環
境

下
で
の
例
外
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
断
じ
る
に
は
一
定
の
留
保
が

必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
期
の
「
国
事
文
書
」
の
中

に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
に
用
い
ら
れ
た
霊
柩
所
の
た
め
の

布
（hearse cloths

）
や
そ
の
他
の
備
品
の
た
め
の
紋
章
官
へ
の

支
払
い
の
明
細
書
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
記
録
は
も
う
二
人
の
人

物
の
葬
儀
を
も
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。
一
人
目
と
し
て
、

一
五
三
三
年
七
月
一
一
日
に
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
寺
院
で
行
わ
れ
た

フ
ラ
ン
ス
王
妃
の
葬
儀
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス

国
王
ル
イ
一
二
世
に
嫁
い
だ
ヘ
ン
リ
八
世
の
妹
メ
ア
リ
・
テ
ュ
ー

ダ
ー
（M

ary, 1496-1533

）
の
こ
と
で
あ
り
、
ル
イ
一
二
世
の
妃

で
あ
っ
た
期
間
は
わ
ず
か
数
ヶ
月
、
後
に
サ
フ
ォ
ー
ク
公
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ブ
ラ
ン
ド
ン
（Charles Brandon, 1st duke of Suffolk, 

c. 1484-1545

）
に
嫁
い
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
生
を
全
う
し
た
の
で
、

王
妹
と
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
寺
院
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
の
は
当

然
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
死
後
に
擁
立
さ
れ

た
九
日
女
王
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ
（Jane G

rey, 1537-54

）
は
、

メ
ア
リ
と
サ
フ
ォ
ー
ク
公
の
孫
に
あ
た
る
。

　
し
か
し
、
も
う
一
人
は
、
一
五
三
九
年
六
月
六
日
に
セ
ン
ト
・
ポ
ー

ル
大
聖
堂
で
葬
儀
が
催
さ
れ
た
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
の

后
、
イ
サ
ベ
ラ
（Isabel de Portugal, 1503-39

）
で
あ
る）
1（
（

。
イ

ザ
ベ
ラ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
家
の
出
身
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の

関
わ
り
は
皆
無
で
あ
る
。
彼
女
の
葬
儀
が
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
聖
堂

で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
も
し
こ
の
葬
儀

が
実
際
に
執
り
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
外
国
君

主
や
そ
の
后
の
葬
儀
が
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
た
か
は
判
然
と
せ
ず
、

今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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五
　
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王

　
次
に
考
え
た
い
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
政
府
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン

ス
国
王
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
こ
の
時
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
フ

ラ
ン
ス
国
王
を
も
名
乗
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
当
時
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
の
正
式
な
称
号
は
、
ヘ
ン
リ
八
世
治
世
末
期
、

一
五
四
三
年
の
議
会
制
定
法
で
「
ヘ
ン
リ
八
世
、
神
の
恩
寵
に
よ
り

て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
王
、

信
仰
の
擁
護
者
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
教
会
の

地
上
に
お
け
る
至
高
の
長
（H

enry the Eight by the grace of 
G

od K
ing of E

nglonde Fraunce and Irelande D
efendor 

of the Fatihe, and of the Churche of Englonde, and also 
of Irelande in Earthe the suprem

e H
edde

）」
と
定
め
ら
れ

て
い
た）
11
（

。
こ
の
法
は
、
一
五
四
一
年
の
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
王

国
昇
格
法
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
王
国
と
定
義
さ
れ
、
一
二

世
紀
半
ば
に
ロ
ー
マ
教
皇
よ
り
与
え
ら
れ
た
称
号
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

領
主
（Lord of Ireland

）」
に
代
え
て
、
改
め
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
王
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
王
を
兼
ね
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
た
め
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
新
た
に
加
わ
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
王
の
称

号
を
明
確
に
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。
他
方
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
が
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
っ
た
時
期
は

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
古
い
。
フ
ラ
ン
ス
王
位
を
主
張
し
て
フ
ラ
ン
ス

に
侵
攻
し
て
い
わ
ゆ
る
百
年
戦
争
を
開
始
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世

は
、
一
三
四
〇
年
一
月
二
六
日
に
フ
ラ
ン
ド
ル
の
ガ
ン
で
フ
ラ
ン
ス

国
王
に
戴
冠
し
、
そ
れ
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
一
五
五
八
年

の
カ
レ
ー
陥
落
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
内
の
全
て
の
領
土
を
失
っ
た
後

も
、
一
七
〇
七
年
に
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
王
国
が
成
立
し
た
後
も
、

一
九
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
り
続
け
た
の
で

あ
る）
11
（

。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
が
名
乗
っ
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
称
号
は
、
公
的

な
政
府
文
書
の
み
で
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
言
及
し
た

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
『
日
記
』
で
は
、
自
ら
が
即
位
し
た
時
の
こ
と

を
「
彼
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

王
（king of England Fraunce and irlande

）
に
戴
冠
し
た
」

と
記
し
て
い
る）
11
（

。
ま
た
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
も
こ
の
称
号
が
普
及
し
て

い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
当
時
の
遺
言
状
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

当
時
の
遺
言
状
で
は
、
必
ず
し
も
君
主
の
名
に
言
及
し
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
言
及
す
る
際
に
は
、
必
ず
国
王
の
称
号
を
上
記
に
従
っ
た

形
で
正
確
に
引
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
治
下
の

一
五
五
九
年
の
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
の
あ
る
遺
言
状
の
書
き
出
し
は
以

下
の
通
り
で
あ
っ
た）
11
（

。「
神
の
御
名
に
お
い
て
、
ア
ー
メ
ン
。
主
の

年
一
五
五
九
年
四
月
二
日
、
神
の
恩
寵
に
よ
り
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
女
王
等
、
我
ら
が
主
君
エ
リ
ザ

ベ
ス
の
治
世
初
年
（In the nayne of god Am

en the seco’de 
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エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
（
山
本
）

day of Aprell in the year off how
er lord god m

 ccccc lix 
the ffirst year of how

er soyverane layde elzabethe by 
ye graysse of god quene of ynglond ffransse &

 hyelond 
etc.

）。」
も
ち
ろ
ん
、
遺
言
状
は
多
く
の
場
合
、
村
落
の
知
的
エ
リ
ー

ト
で
あ
る
教
区
聖
職
者
等
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
か
ら
、
必
ず
し
も

民
衆
が
直
接
書
き
残
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
田
舎
」（
上
記
の
遺
言
状
の
、

明
ら
か
に
た
ど
た
ど
し
い
綴
り
に
そ
の
よ
う
な
側
面
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
か
も
知
れ
な
い
）
に
お
け
る
日
常
的
な
文
書
作
成
に
お
い
て

も
、
君
主
の
称
号
に
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
挿
入
す
る
こ
と
が
守
ら
れ
て

い
た
事
実
は
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
は
、

実
際
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
ど
の
よ
う
に
呼
び
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
た
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
自
ら
を
正
統
な
フ
ラ
ン
ス
国
王
と

し
、
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
の
フ
ラ
ン
ス
君
主
を
僭
称
者
と
す
る
よ
う
な
言
説

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の

『
年
代
記
』
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
記
事
で
も
「
最

近
死
去
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
シ
ス
（the French K

inge 
Frances latelie departed

）」
と
記
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
ま
た
、
エ
ド

ワ
ー
ド
六
世
の
『
日
記
』
も
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
こ
と
を
「
フ
ラ

ン
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
（the french king called 

fraunces

）」
と
記
し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
傾
向
は
、
管
見
の
限
り
、
枢

密
院
記
録
や
国
王
布
告
な
ど
の
公
的
文
書
で
も
一
貫
し
て
い
る）
11
（

。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
権
は
一
四
世
紀

以
来
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
称
号
を
名
乗
り
続
け
る
も
の
の
、
少
な
く

と
も
一
六
世
紀
半
ば
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
名
乗
る
こ
と
に
伴
う

何
ら
か
の
実
態
を
求
め
る
政
治
的
意
図
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
11
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら

も
こ
の
称
号
に
対
し
て
何
ら
か
の
抗
議
の
意
思
が
示
さ
れ
た
と
い
う

痕
跡
も
見
ら
れ
な
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
称
号
が
一
九
世
紀
の

初
頭
ま
で
延
々
と
保
持
し
続
け
ら
れ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
一
つ
だ
け
注
意
す
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
王
が
自
称
す
る
の
は‘K

ing of France’

で
あ
る
の
に
対
し
、

先
に
述
べ
た
年
代
記
や
枢
密
院
記
録
な
ど
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
書
で

フ
ラ
ン
ス
の
君
主
を
名
指
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど

全
て‘French K

ing’

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
1（
（

。
こ
の
二
つ
の
表
現

に
何
ら
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
筆
者
は
考
察
の
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

六
　
葬
儀
に
お
け
る
宗
教
的
要
素

　
最
後
に
、
宗
教
儀
礼
と
し
て
こ
の
葬
儀
を
考
え
て
み
た
い
。
と
い
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う
の
も
、
こ
の
葬
儀
に
言
及
し
た
複
数
の
文
献
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六

世
の
即
位
後
半
年
以
内
に
催
さ
れ
た
こ
の
葬
儀
に
つ
い
て
、こ
の
後
、

急
進
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
政
策
を
推
し
進
め
る
エ
ド
ワ
ー
ド

六
世
治
世
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
形
式
で
催
さ
れ
た
最
後
の
宗
教
儀

礼
で
あ
っ
た
点
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス

人
で
あ
る
大
使
セ
ル
ヴ
の
報
告
で
も
、
こ
の
葬
儀
が
「
慣
例
に
従
っ

た
典
礼
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
イ
オ
セ

ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
の
叙
述
に
も
、
新
し
い
礼
拝
形
式
が
導
入
さ

れ
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
部
分
は
特
に
な
い
。
し
か
し
、
二
つ
の
点

で
、か
つ
て
の
儀
礼
と
は
異
な
っ
て
い
た
面
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
パ
リ
で
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
と
比
較
し
て
み

る
と
、
当
た
り
前
で
は
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
代
表
で
あ
る

教
皇
特
使
、
枢
機
卿
が
参
列
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
で
は
、
教
皇
特
使
の
他
に
九
名
の
枢
機
卿

が
葬
列
に
加
わ
っ
て
い
た）
11
（

。
緋
の
衣
を
ま
と
っ
た
枢
機
卿
ら
の
不
在

は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
か
ら
の

断
絶
を
視
覚
的
に
印
象
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
す
で
に
ヘ
ン
リ
八
世
治
下
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
成
立
以
降
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
で
特
に
注

目
さ
れ
る
べ
き
は
、
二
日
目
の
ミ
サ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世

を
賞
賛
す
る
説
教
が
行
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
理
由
が
「
彼
は
全
て
の

臣
民
が
読
む
べ
き
フ
ラ
ン
ス
語
の
聖
書
と
新
約
聖
書
を
出
し
た
か

ら
（for setting fourth of the Bible and N

ew
 Testam

ent 
in the French tonge to be reade of all his subjectes

）」
で

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
す
で
に
ヘ
ン
リ
八

世
の
治
世
に
英
訳
聖
書
を
全
教
区
教
会
に
設
置
さ
せ
、
エ
ド
ワ
ー
ド

六
世
の
政
府
は
さ
ら
に
こ
の
政
策
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た）
11
（

。

す
な
わ
ち
、
こ
の
葬
儀
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
、
あ
る
意
味
で
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
じ
路
線
を
採
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
王
と
し
て
称

揚
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
と
し
て
は
ど
う
か
。
良
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
、
即
位
当
初
は
フ
ラ
ン
ス
に

流
入
し
て
く
る
ル
タ
ー
派
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
ら
の
改
革
運
動
に
同

情
的
で
、
高
等
法
院
や
パ
リ
大
学
神
学
部
の
激
し
い
弾
圧
か
ら
、
む

し
ろ
彼
ら
を
擁
護
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
国
王
至
上
法
が
成
立
し
た
の
と
同
じ
一
五
三
四
年
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
急
進
派
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
を
声
高
に
非
難

し
た
ビ
ラ
が
パ
リ
中
に
張
り
出
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
檄
文
事
件

（the Affair of the Placards

）
が
起
こ
る
と
態
度
を
硬
化
さ
せ
、

以
後
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
異
端
の
撲
滅
に
邁
進
し
た
と
さ
れ
る）
11
（

。
そ

れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
治
世
後
半
に
お
い
て
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
語
聖

書）
11
（

の
出
版
を
命
じ
た
り
、
そ
の
普
及
を
推
進
し
た
と
い
う
事
実
は
あ

り
得
な
い）
11
（

。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
つ
い
て
の
ロ
ン
ド
ン
で

の
説
教
は
、
こ
れ
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
政
策
を
推
し
進
め
よ
う
と
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す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
政
府
に
よ
る
誇
張
な
い
し
は
捏
造
が
含
ま
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
説
教
を
担
当
し
た
ロ
チ
ェ
ス
タ
主
教
に
も
注
目
し
て

お
き
た
い
。
こ
の
時
の
ロ
チ
ェ
ス
タ
主
教
は
ヘ
ン
リ
・
ホ
ル
ビ
ー
チ

（H
enry H

olbeach, d. 1551

）、
エ
ド
ワ
ー
ド
改
革
の
牽
引
役
と

な
っ
た
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
ク
ラ
ン
マ
と
は
旧
友
で
あ
り
、
元
々
は

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
修
道
士
で
あ
っ
た
が
、
一
五
三
六
年
に
ウ
ス
タ

修
道
院
長
に
着
任
す
る
と
、新
任
で
改
革
派
の
ウ
ス
タ
主
教
ヒ
ュ
ー
・

ラ
テ
ィ
マ
（H

ugh Latim
er, c. 1485-1555

）
の
要
請
を
受
け
て
、

修
道
院
に
英
訳
聖
書
を
積
極
的
に
導
入
し
た
人
物
で
あ
る
。
ロ
チ
ェ

ス
タ
主
教
に
任
命
さ
れ
た
一
五
四
四
年
に
は
ク
ラ
ン
マ
と
同
様
に
結

婚
し
て
お
り
（
聖
職
者
の
結
婚
が
議
会
制
定
法
で
認
め
ら
れ
る
の
は

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
）、
そ
の
面
で
も
改

革
派
主
教
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
で
の
説
教
を
担
当

し
た
後
、
そ
の
年
に
リ
ン
カ
ン
主
教
に
転
じ
、
一
五
四
九
年
の
英
語

の
共
通
祈
祷
書
作
成
に
も
大
い
に
尽
力
し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
人

物
が
わ
ざ
わ
ざ
説
教
の
担
当
者
に
据
え
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
、

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
こ
の
儀
礼
に
お
い
て
、
こ
の
後
に
続

く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
の
姿
勢
が
鋭
く
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ

た
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
様
子
を
出
来
る
限
り

詳
細
に
再
現
し
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
様
々
な
要
素
を
多
様
な
側

面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、こ
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、

あ
る
程
度
、
一
五
四
七
年
の
特
殊
な
状
況
が
反
映
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。イ
タ
リ
ア
戦
争
は
継
続
中
で
あ
っ
た
が
、

ア
ル
ド
ル
の
和
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
英
仏
の
一
時
的
な
友
好

関
係
が
、
パ
リ
で
の
ヘ
ン
リ
八
世
の
葬
儀
ミ
サ
と
、
あ
る
意
味
そ
の

返
礼
と
し
て
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
を
催
さ
せ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
が
中
世
以
来
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
称
号

を
名
乗
り
続
け
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
実
態
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
葬
儀
は
一
定
の
情
報
を
与
え

て
く
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
を
自
称
し
な
が

ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
葬
儀
を
ロ
ン
ド
ン
で
挙
行
し
、
フ
ラ
ン
ス

の
君
主
を
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
呼
ぶ
の
を
決
し
て
憚
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

　
最
後
に
宗
教
問
題
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
決
し
て
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
、
あ
る
い
は
ユ
グ
ノ
ー
の
擁
護
者
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
こ
の
葬
儀
で
は
、
説
教
者
と
し
て
改
革
派
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の
主
教
が
抜
擢
さ
れ
、
あ
る
意
味
で
は
捏
造
さ
れ
る
形
で
フ
ラ
ン
ソ

ワ
一
世
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
王
と
し
て
賞
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
正
統
信
仰
の
擁
護
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
ロ
ン
ド
ン
で
の

葬
儀
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
急
進
プ
ロ
ス
タ
ン
ト
改
革
の
始
ま
り

と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
称
揚
の
内
容
と
し

て
述
べ
ら
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
聖
書
を
出
版
な
い
し
普
及
さ
せ
た

と
い
う
点
は
、
全
く
捏
造
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン

ソ
ワ
一
世
の
何
ら
か
の
行
為（
例
え
ば
註
五
七
に
挙
げ
た
ヴ
ィ
レ
ル
・

コ
ト
レ
王
令
の
発
布
）
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
判
然

と
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
説
教
に
よ
っ
て
改
革
の
姿
勢
を
示
そ
う
と

し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
事
実
を
持
ち
出

し
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課

題
と
し
て
お
き
た
い
。
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註（1
）  C. W

riothesley, ed. by W
. D

. H
am

ilton, A
 chronicle of 

E
ngland during the reigns of the Tudors from

 AD
 1485 to 

1559,  vol. 1, London, 1875, p. 184.

（
２
）
筆
者
は
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講
し
た
東
海
大
学
文
学
部
歴
史

学
科
西
洋
史
専
攻
の
三
年
次
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
、
二
〇
〇
七

年
度
か
ら
一
一
年
度
ま
で
、
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
年
代
記
の
エ
ド
ワ
ー

ド
六
世
治
世
の
部
分
を
購
読
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
、
そ
の
中
で
本

稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
存
在
に
気
付
か
さ

れ
た
。
当
時
の
ゼ
ミ
生
た
ち
に
感
謝
し
た
い
。

（
３
）W

. K
. Jordan, Philanthropy in England, 1480-1660 : a study 

of the changing pattern of E
nglish social aspirations,  

London, 1959.

（
４
）W

. K. Jordan, Edw
ard VI : The young king : The protectorship 

of the duke of Som
erset , London, 1968; D

o., E
dw

ard V
I 

: The threshold of pow
er : The dom

inance of the duke of 
N

orthum
berland , London, 1970.

（
５
）Jennifer Loach, E

dw
ard VI , N

ew
 H

aven, 1999.

（
６
）D

iarm
aid M

acCulloch, The B
oy K

ing : E
dw

ard VI and 
the Protestant R

eform
ation,  N

ew
 York, 2001, p. 66.

（
７
）D

iarm
aid M

acC
ulloch, Thom

as C
ranm

er : a life , N
ew

 
H

aven &
 London, 1996, p. 370.

（
８
）D

avid L. Potter, H
enry V

III and Francis I: The Final 
C

onflict, 1540-1547 , Leiden &
 Boston, 2011, pp. 480-481.

（
９
）C

hirs Skidm
ore, E

dw
ard VI : The lost king of E

ngland , 
London, 2007, p. 70.

（
10
）G

ordon K
ipling, ‘Charles W

riothesley’, O
xford D

ictionary 

of N
ational B

iography

（
以
下
、O

D
N

B

）.

（
11
）
原
文
に
は
改
行
は
な
い
の
で
、
適
宜
段
落
を
設
け
た
。
ま
た
、［
　
］

は
筆
者
の
補
足
で
あ
る
。

（
12
）
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
の
国
王
葬
儀
へ
の
紋
章
官
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、以
下
を
参
照
。
井
内
太
郎「
国
王
の
身
体
・
儀
礼
・
象
徴
　
―
テ
ュ
ー

ダ
ー
絶
対
王
政
期
に
お
け
る
国
王
権
力
の
象
徴
過
程
」
岡
本
明
編
著

『
支
配
の
文
化
史
　
―
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
解
読
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
七
年
。

（
13
）
以
下
を
参
照
。Jennifer W

oodw
ard, The Theatre of D

eath: 
The ritual m

anagem
ent of royal funerals in R

enaissance 
E

ngland, 1570-1625 , W
oodbridge, 1997.

（
14
）Ibid . 

口
絵
部
分
（
頁
な
し
）。

（
15
）
指
昭
博
「
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
王
葬
儀
　
―
エ
リ
ザ
ベ
ス
一

世
の
葬
列
を
中
心
に
―
」
江
川
溫
、
中
村
生
雄
編
『
死
の
文
化
誌
　

心
性
・
習
俗
・
社
会
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
二
年
。

（
16
）
井
内
、
前
掲
論
文
（
註
12
）
二
八
―
二
九
頁
。

（
17
）
指
昭
博
編
『
ヘ
ン
リ
八
世
の
迷
宮
　
イ
ギ
リ
ス
の
ル
ネ
サ
ン
ス
君

主
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
二
年
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

（
18
）W

. K
. Jordan, ed., The C

hronicle and Political Papers 
of K

ing E
dw

ard V
I , London, 1966( hereafter cited as 

E
dw

ard VI’s C
hronicle) , p. 6.

（
19
）
そ
れ
ゆ
え
に
編
者
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
、
同
書
を’C

hronicle and 
Political Papers’

と
の
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
（
前
註
参
照
）。

（
20
）Ibid .

（
21
）J. G

. N
ichols, ed., Chronicles of the G

rey Friars of London , 
London, 1852, p. 54.

（
22
）Julian Lock, ‘H

enry Fitzalan’, O
D

N
B

.
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（
23
）Lord H

igh C
onstable. 

こ
の
時
期
に
は
国
王
の
戴
冠
式
の
時
に

の
み
任
命
さ
れ
る
儀
礼
的
な
役
職
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ア
ラ
ン
デ
ル

は
メ
ア
リ
一
世
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
戴
冠
式
の
際
に
も
こ
の
役
職

に
任
命
さ
れ
た
。

（
24
）G

. Lefèvre-Pontalis, ed., Correspondance politique de O
det 

de Selve, am
bassadeur de France en A

ngleterre (1546-
1549) , Paris, 1888, pp. 152-158.

（
25
）
ラ
イ
オ
セ
ス
リ
ィ
の
『
年
代
記
』
に
お
け
る
日
付
の
間
違
い
に
つ

い
て
は
、
ポ
タ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
タ
ー
が
そ
の

根
拠
と
し
て
挙
げ
た
セ
ル
ヴ
の
書
簡
史
料
集
（
前
註
）
の
番
号
は
、

一
七
八
番
と
な
っ
て
お
り
、
誤
っ
て
い
る
（
正
し
く
は
一
七
六
番
。

日
付
は
一
五
四
七
年
六
月
二
二
日
で
正
し
い
）。Potter, op.cit .  

(note 8), p. 481, n. 76.

（
26
）M

artin A. S. H
um

e &
 Royall Tyler, ed., Calendar of State 

Papers, Spain , Vol. 9, 1547-1549, London, 1912, pp. 100-
116, in British H

istory O
nline. http://w

w
w

.british-history.
ac.uk/cal-state- papers/spain/vol9/pp100-116 [accessed 
19

M
ay 2017]. 

ち
な
み
に
、
こ
の
報
告
で
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ

ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
日
付
は
「
私
が
最
後
に
陛
下
に
報
告
を
差

し
上
げ
た
一
七
日
の
す
ぐ
後
に
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
六

月
一
九
日
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）Lefèvre-Pontalis, ed., op.cit . (note 24).

（
28
）
以
下
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
一
般
的
な
伝
記
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
大
使
が
参
列
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
ル
ネ
・
ゲ
ル
ダ
ン
（
辻

谷
泰
志
訳
）『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
　
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
王
』

国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
四
年
、
四
七
四
頁
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
フ

ラ
ン
ス
国
王
の
葬
儀
に
つ
い
て
専
門
的
に
扱
っ
た
以
下
の
文
献
に
は

「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
」
と
の
一
章
が
あ
り
、
パ
リ
で
の
フ
ラ

ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
の
詳
細
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
大
使
の
列
席
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。R

alph E
. G

iesey, 
T

he R
oyal Funeral C

erem
ony in R

enaissance France, 
D

roz, 1960, pp. 1-17. 

ま
た
、
同
書
の
巻
末
に
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

世
の
葬
列
が
図
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
大
使
た
ち
」
が
参
列

し
て
い
る
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
使
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
判
然

と
し
な
い
。Ibid ., p. 214.

（
29
）Lefèvre-Pontalis, ed., op.cit . (note 24).

（
30
）
サ
マ
セ
ッ
ト
公
政
権
の
対
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
軍
事
行
動
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
文
献
が
詳
し
い
。M

. L. Bush, The G
overnm

ent 
Policy of Protector Som

erset , M
ontreal, 1975. 

ま
た
、
エ
ド

ワ
ー
ド
六
世
の
『
日
記
』（
註
18
）
に
も
詳
し
い
描
写
が
あ
る
。

（
31
）
指
編
『
ヘ
ン
リ
八
世
の
迷
宮
』
一
四
一
頁
。

（
32
）
ゲ
ル
ダ
ン
、
前
掲
書
（
註
28
）
四
六
三
―
四
六
四
頁
。

（
33
）
一
五
二
〇
年
六
月
、
ヘ
ン
リ
八
世
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
カ
レ
ー

近
郊
で
行
っ
た
会
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襴
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テ
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ら
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れ
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史
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）Potter, op.cit . (note 8), p. 475.
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（
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）W
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（
38
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Papers, D
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史
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五
世
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亡
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」
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書
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カ
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五
世
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一
五
五
八
年
死
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な
の
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り
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）35
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enry V
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〇
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植
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〇
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仏
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45
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dw
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（
46
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一
五
五
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ウ
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ォ
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教
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デ
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（Chirstopher D

urre
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pton, ed., Foleshill Probate W

ills and 
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（
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. D
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udor R
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ations, 

3vols., N
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aven, 1964-69.

（
50
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以
下
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
称
号
に
つ
い
て
、

「
正
規
の
称
号
で
フ
ラ
ン
ス
王
位
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併
記
す
る
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は
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中
世
の
百
年
戦

争
の
戦
後
処
理
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出
来
て
い
な
い
か
ら
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れ
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の
実
質
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説
明
し
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い
る
。
近
藤
和
彦
「
ぜ
め
し
帝
王
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あ
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家
康
　
一
六
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三
年
の
日
英
交
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ヨ
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パ
史
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山
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出
版
社
、
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一
五
年
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51
）
国
事
文
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録
（calendar
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ラ
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る
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で
例
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わ
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ニ
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は‘French K
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。
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わ
れ
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さ
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今
後
、
一
定
の
網
羅
的
な
調
査
を
ま
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
イ
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イ
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わ
れ
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史
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。

（
57
）
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
一
五
三
九
年
に
ヴ
ィ
レ
ル
・
コ
ト

レ
王
令
を
出
し
て
ラ
テ
ン
語
の
排
除
と
国
家
の
言
語
と
し
て
の
フ
ラ

ン
ス
語
の
導
入
を
推
進
し
た
の
で
、
そ
の
点
が
拡
大
解
釈
さ
れ
た
可

能
性
は
あ
る
。
ヴ
ィ
レ
ル
・
コ
ト
レ
王
令
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

高
橋
清
徳
「
国
民
国
家
と
フ
ラ
ン
ス
語
　
―
ヴ
ィ
レ
ル=

コ
ト
レ
勅

令(

一
五
三
九
年)

の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」『
人
文
科
学

年
報
』（
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
三
二
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
58
）M

argaret B
ow

ker, ‘H
enry H

olbeach’, O
D

N
B

.

（
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
国
際
文
化
交
流
学
科
准
教
授
）



－  248  －－  248  －

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
治
世
初
年
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
葬
儀
（
山
本
）

A funeral obsequy of the French King Francis I in London
in the first year of the reign of Edward VI

YAMAMOTO, Shintaro 

Henry VIII, King of England, who established the Church of En-
gland, became its Supreme Head, dissolved about 800 monasteries, and 
fought against France, died on the 28th day of January 1547. A few 
months later, Francis I, King of France, also died on the 31st of March. 
Charles Wriothesley, one of herald of the College of Arms, recorded the 
solemn obsequy of Francis I was kept in St. Paul’s Cathedral, London, 
on the 29th of June. Obsequies of the French King in London were not 
customary in England, so this strange funeral ritual is worth consider-
ing in detail. 

This article aims at reconstructing the detail of how this ritual was 
kept, and considering why it happened. It also examines the other im-
portant historical sources, e. g. the report of Odet de Selve, the French 
ambassador, who stayed from 1546 to 1549 in London. It reveals that 
the date of this ritual recorded in Wriothesley’s chronicle was incorrect, 
and gives some more information.

The article focuses on other important points in this event. It deals 
with the issue of absence of the Scottish ambassador at this funereal 
ritual in London. It examines why this happened and explores its back-
ground. On the other hand, at that time, King of England proclaimed 
himself as also King of France since the Hundred Years’ War. The sig-
nificance of the fact that the King of England (i.e. self-styled King of 
France) held the funeral obsequy of the French King is also considered. 
Finally it examines the religious factor of this funeral ritual. The Kings 
of France were entirely Catholic while the regime of Edward VI who 
carried out this ritual was keenly advancing the radical Protestant pol-
icy in his whole reign. How this contradiction appeared in this obsequy 
is also worth considering.


